
 

新しい公益・一般社団法人の組織運営 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

会員 

社員 

任期：4年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結

の時まで 
（2年に短縮可） 
氏名登記が必要 
※理事長会へ出席義務あり 
(一般法第 101条) 
議事録署名義務あり 
公益社団の場合親族・同一団

体関係者の合計数 3 分の１
を越えてはならない 

任期：2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時社員総会の終結

の時まで 
員数 ３名以上 
（理事会を設置しない場合は１名も可） 
決議は過半数が出席し、出席理事の過半

数をもって行う。 
代理人よる決議・書面表決は不可 
（決議の省略は条件付きで可） 
社員総会の招集は理事会（理事）の決議

が必要 
公益社団の場合親族・同一団体関係者の

合計数 3分の１を越えてはならない 
 

【代議員制の場合】 
社員（議決権のある会員）

の範囲を定款上明記 

社員総会 
(社員) 

公益社団の場合 

（資格の得喪に差別は不可） 

監事 
＜ガイドライン・ 
経理的基礎＞ 

理事会 
（理事） 

(公益社団の場合必置) 

＜代表理事＞ 
 
理事会で選任 
代表権を有す 
代表理事・業務執

行理事は３ｶ月に

１回以上理事会

に報告義務あり 

代理人による決議・書面表決 OK 
過半数の出席・出席会員の議決権過半数 
（特別決議は総議決権 3分の２以上） 

選解任 選解任 

監 査 (一般社団の場合、理事会なしも可) 



 

新しい公益・一般財団法人の組織運営  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

● 選任された委員

等 
● 外部の特定の者

に選任を委ねる 

原則：第三者機関等で選任 
ただし、最初の評議員を選

任するには、理事が定めた

方法で旧主務官庁の許可

を受ける 

評議員会 
(評議員３名以上) 

法定機関 

理事・監事等兼任不可 

監事 
＜ガイドライン・ 
経理的基礎＞ 

理事会 
（理事） 

３名以上 

(理事会必要) 

＜代表理事＞ 

任期：4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時総会の終結の時まで（６年に伸長可） 
氏名登記が必要 
決議は過半数が出席し、出席評議員の過半数をもって行う。 
代理人よる決議・書面表決は不可 
（決議の省略は条件付きで可）（特別決議 3分の２以上） 
法律で規定する事項と定款で定めた事項に限り決議できる 
基本的に同族制約なし 

選解任 選解任 

社団と同じ 
 

監査 

社団と同じ 
評議員会の招集は理事会決議必要 
 

会計監査人は 一般社団・財団においては 負債 200億以上の場合 
       公益社団・財団においては 負債 50億以上 

または収益 1000億以上 または費用 1000億以上の場合 必要 


